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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　岩盤（１０２）の掘削のためのトンネルボーリングマシーン（１８０）のボーリングヘ
ッド（１５０）のための掘削工具（１００）であって、
　該掘削工具（１００）は
　　回転可能なカッターローラ（１０６）の収容及び支承のための、ボーリングヘッド（
１５０）に組込み可能なカッターローラ固定装置（１０４）と、
　　岩盤（１０２）の掘削のための、回転可能にカッターローラ固定装置（１０４）に収
容可能であるか又は収容されているカッターローラ（１０６）と、
　　掘削工具（１００）の機械的負荷を検出するためのセンサ装置（１１２）と
　を有し、
　センサ装置（１１２）は、カッターローラ固定装置（１０４）及び／又はカッターロー
ラ（１０６）に少なくとも部分的に取り付けられているスリーブ（１７７）として構成さ
れており、かつ、該スリーブ（１７７）には少なくとも１つの負荷感受性素子（１０８）
が取り付けられており、
　カッターローラ固定装置（１０４）は、カッターローラ収容器（１９４）と、カッター
ローラ（１０６）をカッターローラ収容器（１９４）に固定するための及び／又はカッタ
ーローラ収容器（１９４）をボーリングヘッド（１５０）に固定するための少なくとも１
つの固定要素（１１０）を有し、
　センサ装置（１１２）の少なくとも１つの負荷感受性素子（１０８）は少なくとも１つ
の固定要素（１１０）から分離されて設けられている、
　掘削工具。
【請求項２】
　スリーブ（１７７）の少なくとも一部分は、中空シリンダとして構成されている、
　請求項１に記載の掘削工具。
【請求項３】
　少なくとも１つの負荷感受性素子（１０８）の少なくとも１つは、スリーブ壁（１７５
）の内周面に取り付けられている、
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　請求項１又は２に記載の掘削工具。
【請求項４】
　複数の負荷感受性素子（１０８）は互いに対しラジアルに角度をずらしてスリーブ壁（
１７５）の内周面に取り付けられている、
　請求項３に記載の掘削工具。
【請求項５】
　スリーブ壁（１７５）は、当該スリーブ壁（１７５）が負荷感受性素子（１０８）に作
用するボーリング運転時の機械的負荷の作用下で弾性的に変形可能であるよう、肉薄に構
成されている、
　請求項３又は４に記載の掘削工具。
【請求項６】
　少なくとも１つの負荷感受性素子（１０８）の少なくとも１つは、スリーブ（１７７）
の小プレート（１７３）に取り付けられており、該小プレート（１７３）は、スリーブ（
１７７）の中空シリンダ状部分の中に配されかつ該中空シリンダ状部分に取り付けられて
いる、
　請求項１～５の何れかに記載の掘削工具。
【請求項７】
　複数の負荷感受性素子（１０８）は互いに対しラジアルに角度をずらして小プレート（
１７３）に取り付けられている、
　請求項６に記載の掘削工具。
【請求項８】
　小プレート（１７３）は膜として構成されている、
　請求項６又は７に記載の掘削工具。
【請求項９】
　２つの負荷感受性素子（１０８）は、互いに対しラジアルに角度をずらしてスリーブ壁
（１７５）の内周面に取り付けられており、かつ、２つの更なる負荷感受性素子（１０８
）は、該内周面から分離されて設けられている、
　請求項１又は２に記載の掘削工具。
【請求項１０】
　４つの負荷感受性素子（１０８）は、スリーブ（１７７）の小プレート（１７３）にス
リーブ軸の周りにラジアルに分散されて取り付けられており、該小プレート（１７３）は
、スリーブ（１７７）の中空シリンダ状部分の中に配されかつ該中空シリンダ状部分に取
り付けられている、
　請求項１又は２に記載の掘削工具。
【請求項１１】
　４つの負荷感受性素子（１０８）は、互いに対しラジアルに角度をずらしてスリーブ壁
（１７５）の内周面に取り付けられている、
　請求項１又は２に記載の掘削工具。
【請求項１２】
　カッターローラ固定装置（１０４）及び／又はカッターローラ（１０６）に少なくとも
部分的に取り付けられる少なくとも１つの更なるスリーブ（１７７）を有し、更なるスリ
ーブ（１７７）には当該更なるスリーブ（１７７）に取り付けられている少なくとも１つ
の負荷感受性素子（１０８）を有し、スリーブ（１７７）と更なるスリーブ（１７７）は
、互いに対し角度をなして配されている、
　請求項１～１１の何れかに記載の掘削工具。
【請求項１３】
　スリーブ（１７７）は、カッターローラ固定装置（１０４）のカッターローラ保持ブロ
ックに配されている、
　請求項１～１２の何れかに記載の掘削工具。
【請求項１４】
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　スリーブ（１７７）は、カッターローラ固定装置（１０４）のカッターローラ保持器（
５００）に配されている、
　請求項１～１２の何れかに記載の掘削工具。
【請求項１５】
　スリーブ（１７７）は、カッターローラ固定装置（１０４）のＣ字型部材に配されてい
る、
　請求項１～１２の何れかに記載の掘削工具。
【請求項１６】
　スリーブ（１７７）は、カッターローラシャフト（５０２）の部分として配されている
、
　請求項１～１３の何れかに記載の掘削工具。
【請求項１７】
　センサ信号を導くための少なくとも１つのセンサライン（１７１）を有し、
　少なくとも１つのセンサラインは、少なくとも１つの負荷感受性素子（１０８）から出
発し、スリーブ（１７７）の内部空間を少なくとも部分的に貫通して延伸する、
　請求項１～１６の何れかに記載の掘削工具。
【請求項１８】
　少なくとも１つの負荷感受性素子（１０８）は、帯状ひずみゲージ又はピエゾ素子とし
て構成されている、
　請求項１～１７の何れかに記載の掘削工具。
【請求項１９】
　カッターローラ（１０６）は、シャフト（１２０）と、周在するカッターエッジを有す
るカッターリング（１２４）と、軸受（１２６）とを有する、
　請求項１～１８の何れかに記載の掘削工具。
【請求項２０】
　ウェッジロック式（Wedge-Lock）掘削工具として又はさしこみ軸式（Steckachsen）掘
削工具として構成されている、
　請求項１～１９の何れかに記載の掘削工具。
【請求項２１】
　カッターローラは、ディスク（１０６）として又はいぼ付たがね（Warzenmeissel）と
して構成されている、
　請求項１～２０の何れかに記載の掘削工具。
【請求項２２】
　スリーブの内部において、スリーブと該スリーブに取り付けられた少なくとも１つの負
荷感受性素子の間に、スペースが形成されている、
　請求項１～２１の何れかに記載の掘削工具。
【請求項２３】
　スリーブ（１７７）は、カッターローラ固定装置（１０４）及び／又はカッターローラ
（１０６）と一体的に構成されている、
　請求項１～２２の何れかに記載の掘削工具。
【請求項２４】
　岩盤（１０２）を掘削するためのトンネルボーリングマシーン（１８０）のボーリング
ヘッド（１５０）の掘削工具（１００）の機械的負荷を検出するためのシステムであって
、
　該システムは、
　　請求項１～２３の何れかに記載の掘削工具（１００）と、
　　少なくとも１つの負荷感受性素子（１０８）のセンサ信号に基づいて、掘削工具（１
００）に作用する機械的負荷を表す情報を求めるよう構成された評価ユニット（１２８）
と
　を有する、
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　システム。
【請求項２５】
　センサ装置（１１２）は、４つの負荷感受性素子（１０８）を有し、
　評価ユニット（１２８）は、掘削工具（１００）のカッターローラ（１０６）に作用す
る押圧力（Anpresskraft）（ＦＮ）、横力（Seitenkraft）（ＦＳ）及び／又は回転力（R
ollkraft）（ＦＲ）を表す情報を、４つの負荷感受性素子（１０８）のセンサ信号に基づ
いて求めるよう構成されている、
　請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　岩盤（１０２）の掘削のためのトンネルボーリングマシーン（１８０）のためのボーリ
ングヘッド（１５０）であって、
　該ボーリングヘッド（１５０）は
　　掘削工具（１００）を保持するための複数の掘削工具保持器（１５４）を有し岩盤（
１０２）に対し回転的に及び直進的に運動可能なボーリングボディ（１５２）と、
　　複数の掘削工具保持器（１５４）に保持可能であるか又は保持されている請求項１～
２３の何れかに記載の複数の掘削工具（１００）と
　を有する、
　ボーリングヘッド。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のボーリングヘッド（１５０）を有する、岩盤（１０２）の掘削のた
めのトンネルボーリングマシーン（１８０）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　以下に、本発明の好ましい形態を示す。
（形態１）本発明の第１の視点により、岩盤の掘削のためのトンネルボーリングマシーン
のボーリングヘッドのための掘削工具が提供される。
　該掘削工具は
　　回転可能なカッターローラの収容及び支承のための、ボーリングヘッドに組込み可能
なカッターローラ固定装置と、
　　岩盤の掘削のための、回転可能にカッターローラ固定装置に収容可能であるか又は収
容されているカッターローラと、
　　掘削工具の機械的負荷を検出するためのセンサ装置と
　を有し、
　センサ装置は、カッターローラ固定装置及び／又はカッターローラに少なくとも部分的
に取り付けられているスリーブとして構成されており、かつ、該スリーブには少なくとも
１つの負荷感受性素子が取り付けられており、
　カッターローラ固定装置は、カッターローラ収容器と、カッターローラをカッターロー
ラ収容器に固定するための及び／又はカッターローラ収容器をボーリングヘッドに固定す
るための少なくとも１つの固定要素を有し、
　センサ装置の少なくとも１つの負荷感受性素子は少なくとも１つの固定要素から分離さ
れて設けられている。
（形態２）形態１の掘削工具において、スリーブの少なくとも一部分は、中空シリンダと
して構成されていることが好ましい。
（形態３）形態１又は２の掘削工具において、少なくとも１つの負荷感受性素子の少なく
とも１つは、スリーブ壁の内周面に取り付けられていることが好ましい。
（形態４）形態３の掘削工具において、複数の負荷感受性素子は互いに対しラジアルに角
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度をずらしてスリーブ壁の内周面に取り付けられていることが好ましい。
（形態５）形態３又は４の掘削工具において、スリーブ壁は、当該スリーブ壁が負荷感受
性素子に作用するボーリング運転時の機械的負荷の作用下で弾性的に変形可能であるよう
、肉薄に構成されていることが好ましい。
（形態６）形態１～５の何れかの掘削工具において、少なくとも１つの負荷感受性素子の
少なくとも１つは、スリーブの小プレートに取り付けられており、該小プレートは、スリ
ーブの中空シリンダ状部分の中に配されかつ該中空シリンダ状部分に取り付けられている
ことが好ましい。
（形態７）形態６の掘削工具において、複数の負荷感受性素子は互いに対しラジアルに角
度をずらして小プレートに取り付けられていることが好ましい。
（形態８）形態６又は７の掘削工具において、小プレートは膜として構成されていること
が好ましい。
（形態９）形態１又は２の掘削工具において、２つの負荷感受性素子は、互いに対しラジ
アルに角度をずらしてスリーブ壁の内周面に取り付けられており、かつ、２つの更なる負
荷感受性素子は、該内周面から分離されて設けられていることが好ましい。
（形態１０）形態１又は２の掘削工具において、４つの負荷感受性素子は、スリーブの小
プレートにスリーブ軸の周りにラジアルに分散されて取り付けられており、該小プレート
は、スリーブの中空シリンダ状部分の中に配されかつ該中空シリンダ状部分に取り付けら
れていることが好ましい。
（形態１１）形態１又は２の掘削工具において、４つの負荷感受性素子は、互いに対しラ
ジアルに角度をずらしてスリーブ壁の内周面に取り付けられていることが好ましい。
（形態１２）形態１～１１の何れかの掘削工具において、カッターローラ固定装置及び／
又はカッターローラに少なくとも部分的に取り付けられる少なくとも１つの更なるスリー
ブを有し、更なるスリーブには当該更なるスリーブに取り付けられている少なくとも１つ
の負荷感受性素子を有し、スリーブと更なるスリーブは、互いに対し角度をなして配され
ていることが好ましい。
（形態１３）形態１～１２の何れかの掘削工具において、スリーブは、カッターローラ固
定装置のカッターローラ保持ブロックに配されていることが好ましい。
（形態１４）形態１～１２の何れかの掘削工具において、スリーブは、カッターローラ固
定装置のカッターローラ保持器に配されていることが好ましい。
（形態１５）形態１～１２の何れかの掘削工具において、スリーブは、カッターローラ固
定装置のＣ字型部材に配されていることが好ましい。
（形態１６）形態１～１３の何れかの掘削工具において、スリーブは、カッターローラシ
ャフトの部分として配されていることが好ましい。
（形態１７）形態１～１６の何れかの掘削工具において、センサ信号を導くための少なく
とも１つのセンサラインを有し、
　少なくとも１つのセンサラインは、少なくとも１つの負荷感受性素子から出発し、スリ
ーブの内部空間を少なくとも部分的に貫通して延伸することが好ましい。
（形態１８）形態１～１７の何れかの掘削工具において、少なくとも１つの負荷感受性素
子は、帯状ひずみゲージ又はピエゾ素子として構成されていることが好ましい。
（形態１９）形態１～１８の何れかの掘削工具において、カッターローラは、シャフトと
、周在するカッターエッジを有するカッターリングと、軸受とを有することが好ましい。
（形態２０）形態１～１９の何れかの掘削工具において、ウェッジロック式（Wedge-Lock
）掘削工具として又はさしこみ軸式（Steckachsen）掘削工具として構成されていること
が好ましい。
（形態２１）形態１～２０の何れかの掘削工具において、カッターローラは、ディスクと
して又はいぼ付たがね（Warzenmeissel）として構成されていることが好ましい。
（形態２２）形態１～２１の何れかの掘削工具において、スリーブの内部において、スリ
ーブと該スリーブに取り付けられた少なくとも１つの負荷感受性素子の間に、スペースが
形成されていることが好ましい。
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（形態２３）形態１～２２の何れかの掘削工具において、スリーブは、カッターローラ固
定装置及び／又はカッターローラと一体的に構成されていることが好ましい。
（形態２４）本発明の第２の視点により、岩盤を掘削するためのトンネルボーリングマシ
ーンのボーリングヘッドの掘削工具の機械的負荷を検出するためのシステムが提供される
。
　該システムは、
　　形態１～２３の何れかの掘削工具と、
　　少なくとも１つの負荷感受性素子のセンサ信号に基づいて、掘削工具に作用する機械
的負荷を表す情報を求めるよう構成された評価ユニットと
　を有する。
（形態２５）形態２４のシステムにおいて、センサ装置は、４つの負荷感受性素子を有し
、
　評価ユニットは、掘削工具のカッターローラに作用する押圧力（Anpresskraft）、横力
（Seitenkraft）及び／又は回転力（Rollkraft）を表す情報を、４つの負荷感受性素子の
センサ信号に基づいて求めるよう構成されていることが好ましい。
（形態２６）本発明の第３の視点により、岩盤の掘削のためのトンネルボーリングマシー
ンのためのボーリングヘッドが提供される。
　該ボーリングヘッドは
　　掘削工具を保持するための複数の掘削工具保持器を有し岩盤に対し回転的に及び直進
的に運動可能なボーリングボディと、
　　複数の掘削工具保持器に保持可能であるか又は保持されている形態１～２３の何れか
の複数の掘削工具と
　を有する。
（形態２７）本発明の第４の視点により、形態２６のボーリングヘッドを有する、岩盤の
掘削のためのトンネルボーリングマシーンが提供される。
　以下に、本発明の複数の例示的実施例を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　なお、“aufweisend”（有する）は他の要素又はステップを除外しないこと及び“eine
”ないし“ein”（不定冠詞又は数詞（１つの））は複数を除外しないことに留意すべき
である。更に、上記の複数の実施例の１つを参照して説明されている特徴（複数も）又は
ステップ（複数も）は上記の他の実施例の他の特徴（複数も）又はステップ（複数も）と
組み合わせて使用可能であることも留意すべきである。特許請求の範囲の図面参照符号は
（本発明を図示の実施例に）限定することを意図したものと解すべきではない。
　以下に本発明の態様を付記する。
（態様１）岩盤の掘削のためのトンネルボーリングマシーンのボーリングヘッドのための
掘削工具。
　該掘削工具は
　　回転可能なカッターローラの収容及び支承のための、ボーリングヘッドに組込み可能
なカッターローラ固定装置と、
　　岩盤の掘削のための、回転可能にカッターローラ固定装置に、とりわけ交換可能に、
収容可能であるか又は収容されているカッターローラと、
　　掘削工具の、とりわけカッターローラの、機械的負荷を検出するためのセンサ装置と
　を有し、
　センサ装置は、カッターローラ固定装置及び／又はカッターローラに少なくとも部分的
に取り付けられているスリーブとして構成されており、かつ、該スリーブには少なくとも
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１つの負荷感受性素子が取り付けられている。
（態様２）上記の掘削工具において、カッターローラ固定装置は、カッターローラ収容器
と、カッターローラをカッターローラ収容器に固定するための及び／又はカッターローラ
収容器をボーリングヘッドに固定するための少なくとも１つの固定要素を有し、
　センサ装置の少なくとも１つの負荷感受性素子は少なくとも１つの固定要素から分離さ
れて設けられている。
（態様３）上記の掘削工具において、スリーブの少なくとも一部分は、中空シリンダとし
て、とりわけ中空の円筒体として、構成されている。
（態様４）上記の掘削工具において、少なくとも１つの負荷感受性素子の少なくとも１つ
は、スリーブ壁の内周面に取り付けられており、とりわけ複数の負荷感受性素子が、スリ
ーブ壁の内周面に互いに対し離隔して取り付けられている。
（態様５）上記の掘削工具において、複数の負荷感受性素子は互いに対しラジアルに角度
をずらしてスリーブ壁の内周面に取り付けられている。
（態様６）上記の掘削工具において、スリーブ壁は、当該スリーブ壁が負荷感受性素子に
作用するボーリング運転時の機械的負荷の作用下で弾性的に変形可能であるよう、肉薄に
構成されている。
（態様７）上記の掘削工具において、少なくとも１つの負荷感受性素子の少なくとも１つ
は、スリーブのとりわけ平坦な小プレートに取り付けられており、該小プレートは、スリ
ーブの中空シリンダ状部分の中に配されかつ該中空シリンダ状部分に取り付けられている
。
（態様８）上記の掘削工具において、複数の負荷感受性素子は互いに対しラジアルに角度
をずらして小プレートに取り付けられている。
（態様９）上記の掘削工具において、小プレートは膜として構成されている。
（態様１０）上記の掘削工具において、２つの負荷感受性素子は、互いに対しラジアルに
角度をずらしてスリーブ壁の内周面に取り付けられており、かつ、２つの更なる負荷感受
性素子は、該内周面から分離されて設けられている。
（態様１１）上記の掘削工具において、４つの負荷感受性素子は、スリーブのとりわけ平
坦な小プレートにスリーブ軸の周りにラジアルに分散されて取り付けられており、該小プ
レートは、スリーブの中空シリンダ状部分の中に配されかつ該中空シリンダ状部分に取り
付けられている。
（態様１２）上記の掘削工具において、４つの負荷感受性素子は、互いに対しラジアルに
角度をずらしてスリーブ壁の内周面に取り付けられている。
（態様１３）上記の掘削工具において、カッターローラ固定装置及び／又はカッターロー
ラに少なくとも部分的に取り付けられる少なくとも１つの更なるスリーブを有し、更なる
スリーブには当該更なるスリーブに取り付けられている少なくとも１つの負荷感受性素子
を有し、スリーブと更なるスリーブは、互いに対し角度をなして、とりわけ直角に、配さ
れている。
（態様１４）上記の掘削工具において、スリーブは、カッターローラ固定装置のカッター
ローラ保持ブロックに配されている。
（態様１５）上記の掘削工具において、スリーブは、カッターローラ固定装置のカッター
ローラ保持器に、とりわけＣ字型部材に、配されている。
（態様１６）上記の掘削工具において、スリーブは、カッターローラシャフトの部分とし
て配されている。
（態様１７）上記の掘削工具において、センサ信号を導くための少なくとも１つのセンサ
ラインを有し、
　少なくとも１つのセンサラインは、少なくとも１つの負荷感受性素子から出発し、スリ
ーブの内部空間を少なくとも部分的に貫通して延伸する。
（態様１８）上記の掘削工具において、少なくとも１つの負荷感受性素子は、帯状ひずみ
ゲージ又はピエゾ素子として、とりわけフルブリッジ構造に、構成されている。
（態様１９）上記の掘削工具において、カッターローラは、シャフトと、周在するカッタ
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ーエッジを有するカッターリングと、軸受とを有する。
（態様２０）上記の掘削工具において、ウェッジロック式（Wedge-Lock）掘削工具として
又はさしこみ軸式（Steckachsen）掘削工具として構成されている。
（態様２１）上記の掘削工具において、カッターローラは、ディスクとして又はいぼ付た
がね（Warzenmeissel）として構成されている。
（態様２２）上記の掘削工具において、スリーブの内部において、スリーブと該スリーブ
に取り付けられた少なくとも１つの負荷感受性素子の間に、スペースが形成されている。
（態様２３）上記の掘削工具において、スリーブは、カッターローラ固定装置及び／又は
カッターローラと一体的に、とりわけ同一材料で、構成されている。
（態様２４）岩盤を掘削するためのトンネルボーリングマシーンのボーリングヘッドの掘
削工具の、とりわけ掘削工具のカッターローラの、機械的負荷を検出するためのシステム
。
　該システムは、
　　上記の掘削工具と、
　　少なくとも１つの負荷感受性素子のセンサ信号に基づいて、掘削工具に、とりわけ掘
削工具のカッターローラに、作用する機械的負荷を表す情報を求めるよう構成された評価
ユニットと
　を有する。
（態様２５）上記のシステムにおいて、センサ装置は、４つの、とりわけ丁度４つの、負
荷感受性素子を有し、
　評価ユニットは、カッターローラに作用する押圧力（Anpresskraft）、横力（Seitenkr
aft）及び／又は回転力（Rollkraft）を表す情報を、４つの負荷感受性素子のセンサ信号
に基づいて求めるよう構成されている。
（態様２６）岩盤の掘削のためのトンネルボーリングマシーンのためのボーリングヘッド
。
　該ボーリングヘッドは
　　掘削工具を保持するための複数の掘削工具保持器を有し岩盤に対し回転的に及び直進
的に運動可能なボーリングボディと、
　　複数の掘削工具保持器に、とりわけ交換可能に、保持可能であるか又は保持されてい
る上記の複数の掘削工具と
　を有する。
（態様２７）上記のボーリングヘッドを有する、岩盤の掘削のためのトンネルボーリング
マシーン。
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